
   借上型市営住宅建設費補助金交付要綱 

（総則） 

第１条 公営住宅法（昭和26年法律第 193号。以下「法」という。）第９条第

１項及び第２項の規定に基づき、本市が借上型市営住宅等の建設を行う承認

事業者に対しその費用の一部を予算の範囲内において補助することについて

は 、 補 助 金 交 付 規 則 （ 昭 和 47年 横 須 賀 市 規 則 第 33号 。 以 下 「 規 則 」 と い

う。）に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (１ ) 借上型市営住宅等  借上型市営住宅供給事業実施要綱（平成11年４月１ 

  日制定。以下「借上要綱」という。）第２条第１号に定める賃貸住宅、そ

の附帯施設及びその共同施設をいう。 

 (２ ) 承認事業者 借上要綱第２条第３号に定める者をいう。 

 (３ ) 標準主体附帯工事費 市長が別に定める基準により算出した主体附帯工

事費（当該住宅の建設又は改良に要する費用が、当該主体附帯工事費を下

回る場合にあっては、当該建設又は改良に要する費用）をいう。 

（補助対象） 

第３条 借上型市営住宅等の建設の補助対象は、次に掲げる事業とする。 

 (１ ) 住 宅 共 用 部 分 整 備 事 業 （ 借 上 期 間 が 20年 以 上 の 住 宅 に 係 る も の に 限 

  る。） 

 (２ ) 共同施設整備事業 

 (３ ) 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等事業（借上期間が20年以上の住

宅に係るものに限る。） 

（住宅共用部分整備に係る補助金） 

第４条 住宅共用部分整備事業に係る補助金の額は、法第７条第３項に規定す

る標準建設・買取費に係る標準主体附帯工事費に、低層住宅（地上階数２以

下のものをいう。以下同じ。）、中層住宅（地上階数３以上５以下のものを

いう。以下同じ。）及び高層住宅（地上階数６以上 のものをいう。以下同

じ。）の区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値を乗じて得た額に３分の

２を乗じて得た額とする。 

 

区   分  標準主体附帯工事費に乗じる数値 



低層住宅  100分の10 

中層住宅 
 100分の20（ただし、階段室型住棟のものにあっては 100 

分の15）  

高層住宅  100分の20 

 

（共同施設整備事業に係る補助金の額） 

第５条 共同施設整備事業に係る補助金の額は、次に掲げる費用を合計した額

に３分の２を乗じて得た額とする。 

 (１ ) 児童遊園の整備に要する費用 

 (２ ) 広場の整備に要する費用 

 (３ ) 緑地の整備に要する費用 

 (４ ) 通路の整備に要する費用 

 (５ ) 管理事務所（管理室を含む。）の整備に要する費用（借上期間が20年以

上の共同施設に係るものに限る。） 

 (６ ) 立体的遊歩道及び人工地盤施設の整備に要する費用（借上期間が20年以

上の共同施設に係るものに限る。） 

 (７ ) 集会所の整備に要する費用 

 (８ ) 高齢者生活相談所の整備に要する費用（借上期間が20年以上の共同施設

に係るものに限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、共同施設整備事業に係る費用が法第９条第５項

に規定する標準施設工事費を超える場合にあっては、標準施設工事費を共同

施設整備事業に係る費用とする。 

（高齢者向け又は障害者向け設備の設置等事業に係る補助金） 

第６条 高齢者向け又は障害者向け設備の設置等事業に係る補助金の額は、次

に掲げる費用を合計した額に３分の２を乗じて得た額とする。 

 (１ ) 警報装置の設置に要する費用 

 (２ ) 高齢者又は障害者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要

する費用 

（補助金額の端数計算） 

第７条 前３条の規定により算出した補助金額に 1,000円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。 



（補助金の交付申請） 

第８条 承認事業者は、借上型市営住宅等の建設に係る補助金の交付を受けよ

うとするときは、事業に着手する前に、補助金の交付申請をしなければなら

ない。 

２ 承認事業者は、事業の実施が複数年度にわたるものについて補助金の交付

を受けようとするときは、次条の規定により市長の承認を受けた全体設計の

内容に即して、原則として各年度の４月10日までに補助金の交付申請をしな

ければならない。ただし、初年度の交付申請については、事業に着手する前

に行うものとする。 

（全体設計の承認） 

第９条 承認事業者は、事業の実施が複数年度にわたるものに係る初年度の補

助金の交付申請前（初年度に補助金交付申請を行わない場合は、事業に着手

する前）に、借上型市営住宅供給事業全体設計（変更）承認申請書（第１号

様式）を市長に提出しなければならない。当該事業に係る事業費の総額を変

更する場合も同様とする。 

２ 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と

認めたときは、借上型市営住宅供給事業全体設計（変更）承認通知書（第２ 

 号様式）により承認事業者に通知するものとする。 

（その他の事項） 

第10条  この要綱の施行について必要な事項は、都市部長が定める。 

   附  則  

 この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。



第１号様式（第９条第１項関係） 

 

借上型市営住宅供給事業全体設計（変更）承認申請書 

 

 
                           年  月  日  

 

（あて先）横須賀市長 

 

                                        住所 

    承認事業者 

                                        氏名       印  

 

対 象 団 地 

 

事 業 に 要 す る 経 費 

 

事 業 年 度 及 び 年 

度 ご と の 事 業 費 

 

事業完了の予定期日 

 

添 付 書 類 

 

 

 



第２号様式（第９条第２項関係）  

 

借上型市営住宅供給事業全体設計（変更）承認通知書  

 

 
                           年  月  日  

 

 

         様  

 

 

                               横須賀市長        印  

 

対 象 団 地 

 

事 業 に 要 す る 経 費 

 

事 業 年 度 及 び 年 

度 ご と の 事 業 費 

 

事業完了の予定期日 

 

 


